
議案第４１号

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。

令和７年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条

例

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例（平成１８年渋川市条例第４

６号）の一部を次のように改正する。

別表中「１００分の２３２．５」を「１００分の２２７．５」に、「１０

０分の１３９．５」を「１００分の１３６．５」に、「１００分の６９．７

５」を「１００分の６８．２５」に改める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

理 由

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じて改正しようとするも

のである。



渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

在職期間 割合 在職期間 割合

６か月 １００分の２２７．５ ６か月 １００分の２３２．５

３か月以上６か月未満 １００分の１３６．５ ３か月以上６か月未満 １００分の１３９．５

３か月未満 １００分の６８．２５ ３か月未満 １００分の６９．７５
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